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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドリルビットであって、
　ドリルストリングと流体連通状態にある内部キャビティと、
　複数のカッタと、
　複数の計器パッドのうちの第１の計器パッドと、を有し、
　前記複数の計器パッドは、前記ドリルビットの外部に設けられており、これらの複数の
計器パッドは、前記内部キャビティと流体連通状態にある複数のオリフィスを備え、これ
ら複数の計器パッドは、前記ドリルビットの周囲に沿って間隔を置いて配置されており、
前記複数のオリフィスは、前記内部キャビティからの流体を前記ドリルビットへ流出させ
ることができ、
　前記複数のオリフィスは、更に、不均衡状態の横力を生じさせるように他のオリフィス
よりも大きい断面積を備えた少なくとも１つのオリフィスを備え、
　前記ドリルビットは、流体が前記複数のオリフィスから連続して流出することにより前
記ドリルビットの安定性の実現を達成すると共にふれまわりを減少させるように構成され
ていることを特徴とするドリルビット。
【請求項２】
　前記流体の流量は、前記ドリルビットをボーリング孔の壁から押し離すのに十分である
、請求項１記載のドリルビット。
【請求項３】
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　前記複数のオリフィスのうちの少なくとも第１のオリフィスからの前記流体の流量を調
節する第１の弁を更に有する、請求項１又は２に記載のドリルビット。
【請求項４】
　前記複数のオリフィスのうちの少なくとも第１及び前記第２のオリフィスからの流体の
流量を調節する第１の弁を更に有する、請求項１乃至３の何れか１項に記載のドリルビッ
ト。
【請求項５】
　前記第２のオリフィスからの流体の流量を調節する第２の弁を更に有する、請求項４記
載のドリルビット。
【請求項６】
　坑井現場システムであって、
　ドリルストリングと、
　前記ドリルストリングに結合されたケリーと、
　ドリルビットと、を有し、
　前記ドリルビットは、ドリルストリングと流体連通状態にある内部キャビティと、複数
のカッタと、前記ドリルビットの外部に設けられた複数の計器パッドのうちの第１の計器
パッドと、を備え、
　前記複数の計器パッドは、前記内部キャビティと流体連通状態にある複数のオリフィス
を備え、前記複数の計器パッドは、前記ドリルビットの周囲に沿って間隔を置いて配置さ
れており、前記複数のオリフィスは、前記内部キャビティからの流体を前記ドリルビット
へ流出させることができ、
　前記複数のオリフィスは、更に、不均衡状態の横力を生じさせるように他のオリフィス
よりも大きい断面積を備えた少なくとも１つのオリフィスを備え、
　前記ドリルビットは、流体が前記複数のオリフィスから連続して流出することにより前
記ドリルビットの安定性の実現を達成すると共にふれまわりを減少させるように構成され
ていることを特徴とする坑井現場システム。
【請求項７】
　地下地層に湾曲したボーリング孔を穿孔する方法であって、
　ドリルビットをドリルストリングに取り付けるステップを有し、
　前記ドリルビットは、ドリルストリングと流体連通状態にある内部キャビティと、前記
ドリルビットの外部に設けられた複数の計器パッドと、を備え、前記複数の計器パッドは
、前記内部キャビティと流体連通状態にある複数のオリフィスを備え、前記複数の計器パ
ッドは、前記ドリルビットの周囲に沿って間隔を置いて配置されており、前記複数のオリ
フィスは、前記内部キャビティからの流体を前記ドリルビットへ流出させることができ、
前記複数のオリフィスは、更に、不均衡状態の横力を生じさせるように他のオリフィスよ
りも大きい断面積を備えた少なくとも１つのオリフィスを備え、
　更に、流体を前記複数のオリフィスから連続して流出させるステップと、
　流体を前記ドリルストリングから前記ドリルビットへ流体を圧送して前記複数のオリフ
ィスから流出させることにより、前記ドリルビットを自己安定化させ、前記ドリルストリ
ングを回転させている間のふれまわりを減少させるステップと、を有することを特徴とす
る方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、坑井内における掘削しながらドリルビット及び／又は坑底組立体のふれまわ
り及び他の逸れ又は逸脱を阻止するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ドリルビットふれまわり及び逸れは、掘削業界における重要な問題である。油、ガス、
水及び他の天然資源は、地下４，０００～１０，０００フィート（１，２１９～３，０４
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８ｍ）のところに位置している場合が多い。その結果、坑井の逸れが１°であっても、結
果として、掘削距離、掘削時間及び掘削費が著しく増大する場合がある。
【０００３】
　或る用途では、掘削業者は、垂直坑井を探し求めている。滑らかな垂直坑井は、最小の
隙間で大径ケーシングの降下を容易にすると共に坑井建造作業において或る後の状態でケ
ーシングの余分のストリングを用いる可能性を与える。ドリフトしてバーティカリティか
ら遠ざかったりこれに戻ったりする坑井は、このオプションを台無しにする場合がある。
加うるに、多数の坑井が単一プラットホームから掘削される場合、それにより、ドリルス
トリングの衝突が生じる場合がある。
【０００４】
　たとえ制御された制御型操向性又は傾斜掘削用途であっても、例えば砕けた岩石の下、
急な下り坂になっている地層中又は構造地質学的に活動性の領域中の標的までの掘削の際
に所望の坑跡を維持することが非常に望ましい場合がある。
【０００５】
　加うるに、ドリルビットのふれまわり、即ち、ビットの回転中心がその幾何学的中心か
らずれて離れる状態により、深刻な問題が生じる。かかる問題としては、非円筒形の穴、
坑井の逸れ及び過剰のビット摩耗の発生が挙げられる。
【０００６】
　従来型ふれまわり防止ドリルビットは、カッタと岩石の相互作用によるバランスを欠い
たアンバランスな又は不均衡状態の横力を作ることによりふれまわりを減少させようとし
ている。この不均衡状態の力は、切断作用が滑らかであって連続しており且つカッタが摩
耗しておらず又は損傷していない場合にのみ予測可能な大きさ及び方向を有する。切断作
用が連続プロセスではなく不連続（断続）プロセスである場合が多いので（例えば、カッ
タが連続掘屑（カッティングス）ではなくチップを発生させる場合）、これら条件がどれ
もきまって生じるわけではない。岩石がチッピング作用によって除去される場合、大きさ
及び方向は、一定でもなければ予測可能でもない。
【０００７】
　したがって、ふれまわり及び逸れを阻止する装置及び方法が要望され続けている。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明は、一観点において、ドリルビットであって、ドリルストリングと流体連通状態
にある内部キャビティと、ドリルビットの外部に設けられた第１の計器パッドとを有し、
第１の計器パッドは、内部キャビティと流体連通状態にある第１のオリフィスを有し、ド
リルビットは、流体が第１のオリフィスから連続して流出するよう構成されていることを
特徴とするドリルビットを提供する。
【０００９】
　本発明は、別の観点において、坑井現場システムであって、ドリルストリングと、ドリ
ルストリングに結合されたケリーと、ドリルビットとを有し、ドリルビットは、ドリルス
トリングと流体連通状態にある内部キャビティと、ドリルビットの外部に設けられた第１
の計器パッドとを有し、第１の計器パッドは、内部キャビティと流体連通状態にある第１
のオリフィスを有し、ドリルビットは、流体が第１のオリフィスから連続して流出するよ
う構成されていることを特徴とする坑井現場システムを提供する。
【００１０】
　本発明は、更に別の観点において、地下地層に湾曲したボーリング孔を穿孔する方法で
あって、ドリルビットをドリルストリングに取り付けるステップを有し、ドリルビットは
、ドリルストリングと流体連通状態にある内部キャビティと、ドリルビットの外部に設け
られた第１の計器パッドとを有し、第１の計器パッドは、内部キャビティと流体連通状態
にある第１のオリフィスを有し、ドリルビットは、流体が第１のオリフィスから連続して
流出するよう構成され、この方法は、ドリルストリングの回転とドリルストリングを通る
ドリルビットへの流体の圧送を実質的に同時に実施するステップを更に有することを特徴
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とする方法を提供する。
【００１１】
　本発明の性状及び所望の目的のより完全な理解を得るために、添付の図面と関連して行
なわれる以下の詳細な説明を参照されたい。なお、幾つかの図を通じて同一の参照符号は
、対応の部分を示している。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明を利用できる坑井現場システムを示す図である。
【図２Ａ】本発明のドリルビットを示す図である。
【図２Ｂ】ボーリング孔内における本発明のドリルビットを示す図である。
【図３Ａ】ボーリング構内に心出しされたドリルビットの断面図である。
【図３Ｂ】ボーリング孔内においてオフセンタ状態で配置されたドリルビットの断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は、坑井内における掘削しながらドリルビット及び／又は坑底組立体のふれまわ
り及び他の逸れを阻止するシステム及び方法を提供する。
【００１４】
　本明細書において開示される本発明は、或る範囲の掘削作業、例えば油、ガス及び水の
掘削に用いられるようになっている。したがって、ビット本体は、油、ガス及び水業界に
おいて通常用いられている坑井現場システムに組み込まれるよう設計されている。例示の
坑井現場システムが図１に示されている。
【００１５】
　図１は、本発明を利用することができる坑井現場システムを示している。坑井現場は、
オンショワーであっても良くオフショワーであっても良い。この例示のシステムでは、ボ
ーリング孔１１が周知の仕方の回転掘削によって地下地層中に形成されている。本発明の
実施形態は、以下に説明するように傾斜掘削も又利用できる。
【００１６】
　ドリルストリング１２は、ボーリング孔１１内に吊り下げられており、このドリルスト
リングは、坑底組立体１００を有し、この坑底組立体は、その下端部にドリルビット１０
５を有する。坑外システムは、ボアホール１１を覆って位置決めされたプラットホーム・
デリック組立体１０を有し、この組立体１０は、回転テーブル１６、ケリー１７、フック
１８及び回転スイベル１９を含む。ドリルストリング１２は、回転テーブル１６により回
転し、図示していない手段により付勢され、かかる手段は、ドリルストリングの上端部の
ところに位置するケリー１７に係合する。ドリルストリング１２は、ケリー１７及び回転
スイベル１９を介してトラベリングブロック（これ又図示せず）に取り付けられたフック
１８から吊り下げられており、回転スイベル１９は、フックに対するドリルストリングの
回転を可能にする。周知のように、変形例として、頂部駆動システムを用いても良い。
【００１７】
　この実施形態の実施例では、坑外システムは、坑井現場のところに構成されたピット２
７内に貯留されている掘削流体又は泥水２６を更に有する。ポンプ２９が掘削流体２６を
スイベル１９に設けられているポートを経てドリルストリング１２の内部に送り出し、そ
れにより、掘削流体は、方向を示す矢印８で示されているようにドリルストリング１２を
通って下方に流れる。掘削流体は、ドリルビット１０５に設けられたポートを経てドリル
ストリング１２から流出し、次に、方向を示す矢印９によって示されているようにドリル
ストリングの外部とボーリング孔の壁との間の環状領域を通って上方に循環する。この周
知で仕方では、掘削流体は、ドリルビット１０５を潤滑し、これが再循環のためにピット
２７に戻されているときに地層掘屑を地表まで運ぶ。
【００１８】
　図示の実施形態の坑底組立体１００は、掘削しながらロッギング（物理検層）する（Ｌ
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ＷＤ）モジュール１２０、掘削しながら測定する（ＭＷＤ）モジュール１３０、モータ付
き回転操向性システム及びドリルビット１０５を含む。
【００１９】
　ＬＷＤモジュール１２０は、当該技術分野で知られているように特定形式のドリルカラ
ー内に収容され、このＬＷＤモジュールは、１つ又は複数個の公知形式のロッギングツー
ルを有するのが良い。また、例えば１２０Ａのところに示されているように２つ以上のＬ
ＷＤ及び／又はＭＷＤモジュールを使用しても良いことは理解されよう。（変形例として
、１２０の位置のところのモジュールと全体として言った場合、このことは、１２０Ａの
位置のところのモジュールも意味する場合がある）。ＬＷＤモジュールは、情報を測定し
、処理し又は記憶すると共に坑外機器と通信する機能を含む。この実施形態では、ＬＷＤ
モジュールは、圧力測定装置を含む。
【００２０】
　ＭＷＤモジュール１３０も又、当該技術分野において知られているように特定形式のド
リルカラー内に収容され、このＭＷＤモジュールは、ドリルストリング及びドリルビット
の特性を計測する１つ又は２つ以上の装置を有するのが良い。ＭＷＤツールは、ダウンホ
ールシステムに対する電力を発生させる装置（図示せず）を更に含む。これは、代表的に
は、掘削流体の流れによって動力供給される泥水タービン発電機であるのが良いが、理解
されるべきこととして、他の電力及び／又はバッテリシステムを用いても良い。この実施
形態では、ＭＷＤモジュールは、以下の形式の測定装置、即ち、ビットに加わる重量測定
装置、トルク測定装置、振動測定装置、衝撃測定装置、スティックスリップ測定装置、方
向測定装置及び勾配測定装置のうちの１つ又は２つ以上を含む。
【００２１】
　坑井現場システムの特定の有利な使用は、制御型操向性又は「傾斜掘削」と関連してい
る。この実施形態では、回転操向性サブシステム１５０（図１）が提供されている。傾斜
掘削は、坑井が元々取る経路からの坑井の意図した逸脱である。換言すると、傾斜掘りは
、ドリルストリングが所望の方向を移動するようにするドリルストリングの操行である。
【００２２】
　傾斜掘削は、例えば、オフショワー掘削において有利である。というのは、かかる傾斜
掘削により、多くの坑井を単一プラットホームから掘削できるからである。傾斜掘削は又
、貯留層を通る水平掘削を可能にする。水平掘削により長さの長い坑井が貯留層を横行す
ることができ、それにより坑井からの産出量が増大する。
【００２３】
　傾斜掘削システムは、垂直掘削作業にも利用できる。ドリルビットは、穿孔中の地層の
予期しない性状又はドリルビットの受ける力の変化に起因して計画された掘削坑跡から方
向を変える場合が多い。かかる逸脱が生じると、傾斜掘削システムを用いてドリルビット
を正しいコースに戻すことができる。
【００２４】
　公知の傾斜掘削方法は、回転操向性システム（“ＲＳＳ”）の使用を含む。ＲＳＳでは
、ドリルストリングリングを地表から回転させ、ダウンホール装置によりドリルビットが
所望の方向に掘削を行なうようにする。ドリルストリングを回転させることにより、ドリ
ルストリングは掘削中にハングアップ状態になり又は固着状態になる恐れが大幅に減少す
る。地中に逸れ状態のボーリング孔を穿孔する回転操向性掘削システムは、一般に、「ポ
イント・ザ・ビット（point-the-bit）」システムか「プッシュ・ザ・ビット（push-the-
bit）」システムかのいずれかとして分類される場合がある。
【００２５】
　ポイント・ザ・ビットシステムでは、ドリルビットの回転軸線を新たな孔の全体方向に
坑底組立体の局所軸線から逸らす。孔を上側及び下側スタビライザ接触点及びドリルビッ
トにより定められる慣例の３点幾何学的形状に従って伸長させる。ドリルビット軸線の逸
脱角度とドリルビットの下側スタビライザとの間の有限距離の組み合わせの結果として、
曲線を生成させるのに必要な非共線条件が得られる。これを達成できる多くのやり方が存
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在し、かかるやり方としては、下側スタビライザの近くに位置する坑底組立体中の１点の
ところの固定曲げ又は上側スタビライザと下側スタビライザとの間に分布されたドリルビ
ット駆動シャフトの曲げの利用が挙げられる。ドリルビットは、その理想化された形態で
は、側方に切断することが必要とされない。というのは、ビット軸線を湾曲した孔の方向
に連続して回転させるからである。ポイント・ザ・ビット型回転操向性システムの例及び
これらの動作原理は、米国特許出願公開第２００２／００１１３５９号明細書、同第２０
０１／００５２４２８号明細書並びに米国特許第６，３９４，１９３号明細書、同第６，
３６４，０３４号明細書、同第６，２４４，３６１号明細書、同第６，１５８，５２９号
明細書、同第６，０９２，６１０号明細書及び同第５，１１３，９５３号明細書に記載さ
れており、これら特許文献を全て参照により引用し、これらの記載内容全体を本明細書の
一部とする。
【００２６】
　プッシュ・ザ・ビット型回転操向性システムでは、通常、ビット軸線を坑底組立体の局
所軸線から逸らす上で特に該当する機構体は存在せず、その代わり、上側スタビライザ又
は下側スタビライザのうちのいずれか一方又は両方が孔の進行方向に関して優先的に差し
向けられる方向に偏心力又は変位を加えるようにすることにより必要条件としての非共線
条件が達成される。この場合も又、これを達成できる多くのやり方が存在し、かかるやり
方としては、非回転（孔に対して）偏心スタビライザ（変位を利用した方式）及び力を所
望の操向方向にドリルビットに加える偏心アクチュエータの利用が挙げられる。この場合
も又、操向は、ドリルビットと少なくとも２つの他の接触点との間に非共振関係を作るこ
とによって達成される。ドリルビットは、その理想化された形態では、湾曲した孔を形成
するために側方に切断を行なう必要がある。プッシュ・ザ・ビット型回転操向性システム
の例及びこれらの動作原理は、米国特許第５，２６５，６８２号明細書、同第５，５５３
，６７８号明細書、同第５，８０３，１８５号明細書、同第６，０８９，３３２号明細書
、同第５，６９５，０１５号明細書、同第５，６８５，３７９号明細書、同第５，７０６
，９０５号明細書、同第５，５５３，６７９号明細書、同第５，６７３，７６３号明細書
、同第５，５２０，２５５号明細書、同第５，６０３，３８５号明細書、同第５，５８２
，２５９号明細書、同第５，７７８，９９２号明細書及び同第５，９７１，０８５号明細
書に記載されており、これら特許文献を全て参照し引用し、これらの記載内容全体を本明
細書の一部とする。
【００２７】
　本明細書において説明する本発明の特定の実施形態は、ふれまわり及び／又は逸脱を減
少させるドリルビット１０５及び坑底組立体１００を提供している。
【００２８】
ふれまわり防止ビット
【００２９】
　図２は、ドリルビット１０５を示している。ドリルビット１０５は、後続端部２０２及
び切断部分２０４を有している。後続端部２０２は、ドリルストリング１２との直接的又
は間接的接続が可能であるようになっている。切断部分２０４は、１つ又は２つ以上のリ
ブ２０６Ａ，２０６Ｂ，２０６Ｃ，２０６Ｄを有する。リブ２０６は、計器区分２０８を
有し、これら計器区分は、カッタ２１０により穿孔されたボーリング孔の壁に接触する。
カッタ２１０がリブ２０６Ｂ上にのみ示されているが、カッタ２１０は、特定の掘削状況
にとって有利であるように複数のリブ２０６又はリブ２０６の全てに形成されるのが良い
。
【００３０】
　本発明の実施形態では、１つ又は２つ以上のオリフィス２１２がドリルビット１０５の
外部に設けられている。オリフィス２１２は、計器区分２０８に又はリブ２０６相互間の
谷部２１４に設けられるのが良い。オリフィス２１２により、ドリルストリング１２の内
部からの流体２６がドリルビットから流出して安定性の実現を達成すると共にふれまわり
を減少させることができる。追加のオリフィスがドリルビット１０５、例えば、当該技術
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分野において知られているように潤滑及び掘屑の除去のために先導端部２１６に設けられ
るのが良い。
【００３１】
　幾つかの実施形態によっては、ドリルビット１０５は、単一のオリフィス２１２を有す
る。掘削流体２６は、オリフィス２１２から流出し、そしてボーリング孔１１の壁に接触
し、それにより、オリフィス２１２及び計器区分２０８の向きに実質的に垂直な横力を生
じさせる。この力により、ふれまわり防止効果が得られる。
【００３２】
　実施形態によっては、オリフィス２１２は、カッタ２１０のうちの大部分から見て実質
的に反対側に位置決めされる。例えば、カッタ２１０がドリルビット１０５に沿って長手
方向に配置される場合、オリフィス２１２は、カッタ２１０から見て約１８０°のところ
に配置されるのが良い。かかる実施形態では、オリフィス２１２から放出された掘削流体
は、ドリルビットをカッタ２１０の方向に押す横力を生じさせる。この実施形態は、（１
）カッタ２１０とボーリング孔１１の壁との間の接触を増大させると共に／或いは（２）
カッタ２１０とボーリング孔壁との接触に起因して生じる横力を帳消しにする。
【００３３】
　他の実施形態では、オリフィス２１２は、カッタ２１０の大部分の後ろに約９０°のと
ころに位置決めされる。この原理の例証として、図２Ａに示されている状況を考察する。
ドリルビット１０５は、ボーリング孔１１内で反時計回りの方向に回転している。カッタ
２１０は、正にボーリング孔壁２２０からの突起２１８に当たろうとしている。突起２１
８が特に強固な材料である場合、突起は、最初にカッタ２１０との接触時には少なくとも
瞬間的には無傷状態のままであろう。ドリルビット１０５に加わる回転力により、ドリル
ビット１０５は、計器パッド２０６Ａがボーリング孔壁２２０に接触するまで負のｙ方向
に動く。しかしながら、オリフィス２１２が計器パッド２０６Ａに設けられている場合、
掘削流体２６は、正のｙ方向の力を生じさせ、それにより、ドリルビット１０５がオフセ
ンタ状態に動く傾向を打ち消す。さらに、正のｙ方向の力は、ビット１０５全体を動かし
それにより追加の力をカッタ２１０に及ぼしてボーリング孔の伸長を助ける。
【００３４】
　他のカッタ２１０及びオリフィス２１２についての他の形態は、本発明の範囲に含まれ
る。例えば、ドリルビット１０５の回転及び複数個のカッタ２１０との接触により生じる
力の合成ベクトルは、既知の方程式及び技術を用いて計算できる。オリフィス２１２は、
最も生じそうな力のベクトルを相殺するよう構成されているのが良い。
【００３５】
　オリフィス２１２からの掘削流体２６の水力を利用することによって、ドリルビット１
０５は、ビットのふれまわりを減少させると共に／或いは阻止する予測可能で且つ一定の
不均衡状態の力を生じさせる。不均衡状態の力の方向は、ポートの位置が与えられている
場合には既知である。不均衡状態の力の大きさは、オリフィス２１２とボーリング孔壁２
２０との間の距離、ボーリング孔内の掘削流体２６とドリルストリング１２内の掘削流体
２６の差圧及びオリフィス２１２の幾何学的形状（例えば、寸法形状）の関数である。さ
らに、カッタ２１０に対する摩耗及び損傷は、横力の大きさ及び方向に影響を及ぼさない
はずである。
【００３６】
　実施形態によっては、オリフィス２１２の外部は、掘削流体２６がオリフィス２１２か
ら出る際に大きな水圧を生じさせるために隆起環状体又は他の幾何学的特徴部によって包
囲される。かかる特徴部及び／又は計器区分２０６全体は、耐摩耗性又は表面硬化材料、
例えば多結晶ダイヤモンド（ＰＣＤ）で被覆されるのが良く又は全体がこれから作られる
のが良い。
【００３７】
自己安定化ビット及び坑底組立体
【００３８】
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　本発明の別の実施形態は、１つ又は２つ以上のオリフィス２１２を利用してボーリング
孔内でドリルビット１０５及び／又は坑底組立体（ＢＨＡ）を安定化する。
【００３９】
　図３Ａは、ドリルビット１０５の断面図であり、３つの計器パッド２０６Ａ，２０６Ｂ
，２６０Ｃが全体としてドリルビット１０５の周囲に沿って互いに間隔（例えば、中心で
１２０°）を置いて配置されており、各計器パッドは、それぞれ、２１２Ａ，２１２Ｂ，
２１２Ｃを有している。掘削状態２６（太線で表されている）がドリルビット１０５の内
部からオリフィス２１２Ａ，２１２Ｂ，２１２Ｃを通って流出する。
【００４０】
　図３Ａに示されているドリルビット１０５は、全体として、ボーリング孔１１内に心出
しされている。したがって、掘削流体により生じる水力は、互いに打ち消し合う。しかし
ながら、ドリルビット１５が図３Ｂに示されているようにオフセンタ状態に動いた場合、
オリフィス２１２Ａからの掘削状態２６によって生じる力のベクトルの大きさは、オリフ
ィス２１２Ａとボーリング孔壁２２０との間の離隔距離が減少するにつれて増大すること
になる。それと同時に、オリフィス２１２Ｂ，２１２Ｃにより生じる力のベクトルが減少
し、その結果、ドリルビット壁２２０から押し離す正味の力のベクトル（矢印２２２によ
って表されている）が生じる。
【００４１】
　実施形態によっては、１つ又は２つ以上のオリフィスへの流体の流量は、１つ又は２つ
以上の弁（例えば、チョーク弁）によって制限される。管類又は他の手段によって単一の
弁を各オリフィスに連結しても良い。より好ましくは、各オリフィスは、別々の弁によっ
て別個独立に調節される。別個独立の調整により、掘削流体２６が特定のオリフィス２１
２に流れる量は、他のオリフィス２１２又は他のポート（例えば、ドリルビット１０５の
前縁又は先導縁部２１６に設けられているポート）から奪うよう所望のしきい値を超えて
増大することがない。
【００４２】
　図３Ａ及び図３Ｂの実施形態は、３つのオリフィス２１２を備えたドリルビット１０５
を示しているが、本明細書において説明する本発明の範囲は、ドリルビット１０５又は坑
底組立体の安定化のための任意の数のオリフィス２１２による流体の使用を含む。例えば
、単一のオリフィスを備えたドリルビット１０５は、３つのオリフィスを備えたドリルビ
ット１０５とほぼ同じ作用効果を生じさせる。ドリルビット１０５を回転させると、単一
のオリフィスによって生じた力は、ドリルビット１０５がボーリング孔壁２２０の近くに
位置した領域をオリフィスが通過したときに大きさが増大する。力のこの増大により、ド
リルビット１０５は、中心に押し戻される。さらに、２つ、３つ、４つ、５つ又は６つの
オリフィス等を備えたドリルビット及び坑底組立体は、本発明の範囲に含まれる。
【００４３】
　本明細書において説明している原理は、坑底組立体１００の外部及びドリルストリング
１２の他の部分に沿って設けられた安定化パッドに適用可能である。安定化パッドは、坑
底組立体及びドリルストリングの運動を最小限に抑えるよう計器パッドに同様に作用する
。かかる実施形態では、掘削流体２６が本明細書で説明したように作用することができる
よう１つ又は２つ以上のオリフィスが１つ又は２つ以上の安定化パッドに追加される。
【００４４】
ふれまわり防止ビットと自己安定化ビットの組み合わせ
【００４５】
　本明細書において説明したふれまわり防止ビットの原理と自己安定化ビットの原理を組
み合わせると、ふれまわりを減少させる正味の不均衡状態の横力を生じさせる一方で、依
然として、ボーリング孔１１の中心からのドリフトを補正する１つ又は２つ以上のオリフ
ィスを備えたビット１０５を製作することができる。かかる実施形態では、複数個のオリ
フィス２１２のうちの１つは、不均衡状態の横力を生じさせるために断面積が他のオリフ
ィスよりも大きい。
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【００４６】
　上述の本明細書における説明と本明細書の一部をなす図面は、性質上例示であり、本発
明の或る特定の好ましい実施形態を示している。しかしながら、この説明は、本発明を限
定するものと解されてはならないことは認識されると共に理解されるべきである。という
のは、当業者であれば、本発明の本質的な範囲、精神又は意図から逸脱することなく、実
施形態の多くの変更、改造及び変形を想到できるからである。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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